　　　　白川町茶園持続支援事業補助金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、白川茶の茶園の荒廃防止と担い手等の茶業経営の安定化を図るため、農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第１項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項又は農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条に基づく権利の設定（以下「権利設定」という。）若しくは茶組合等と茶生産農家の間で集積の承諾を行い、適正な茶園の管理と経営を行う者又は個人でお茶を生産販売している者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成９年規則第３号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 所有茶園　町内に所在し、自己が所有する茶園
(2) 権利茶園　町内に所在し、権利設定した茶園
(3) 経営茶園　所有茶園及び権利茶園
(4) 茶園集積事業　権利茶園を管理・経営する事業　　
(5) 支援事業　町が行う茶園集積支援事業
　（補助対象者）
第３条　補助金の交付対象者は、茶園集積を行っている者又は個人で茶を生産販売している
者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
　(1) 経営茶園の経営面積が１０ａ以上の者
　(2) 町税その他これに準ずる納付金の滞納がない者
(3) 申請年度の4月1日（以下「基準日」という。）基準日における経営茶園でその年の茶の収穫を行った者
　（補助金の額）
第４条　補助金の額は、別表に掲げる額とする。
　（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は白川町茶園持続支援事業補助金交付申請書兼事業実績報告書（様式第１号）に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
　(1) 経営茶園の位置図
　(2) 経営茶園の面積が分かる書類
　(3) 耕作権設定を証明する書類
　(4) 経営茶園から摘採した生葉の出荷量が分かる書類
　(5) その他町長が必要と認める書類

（交付決定及び補助金額の確定）
第６条　町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに書類の審査及び現地調査を行い、当該茶園持続支援事業がこの要綱に定める基準に適合し、かつ、事業効果が期待できると認めた場合は、補助金の交付を決定し、及びその額を確定し、茶園持続支援事業補助金交付決定（確定）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
２　前項の交付決定には、次に掲げる条件を付すものとする。
　(1) 事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して５年間、次に掲げる事項を遵守すること。
　　ア　経営茶園における茶の生産を継続すること。
　　イ　権利茶園に係る農地法第４条及び第５条の規定による農地の転用の申請（農地法施行令（昭和２７年政令第４４５号）第４条及び第１１条の規定による農地の一時転用を含む。）をしないこと。
　(2) その他町長が必要と認める事項を遵守すること。
３　第１項の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の収支等関係書類を整理し、交付決定を受けた年度の翌年度の初日から起算して５年間保管しなければならない。
　（補助金の請求）
第７条　交付決定者は、補助金等交付請求書（様式第３号）を町長に提出して請求するものと
する。
２　町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
　（交付決定の取消等）
第８条　町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付している補助金があるときは、期限を定め、その返還を命じるものとする。
　(1) 第６条第２項に規定する条件に違反したとき。
　(2) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。
　(3) その他この要綱に違反したと町長が認めるとき。
　（補則）
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則











別表（第４条関係）
	補助対象者
	補助金額
	補助金額の条件

	茶園集積事業者
	基準日現在の権利茶園の面積に１０ａ当たり５千円を乗じて得た額
（千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）
	１耕作をしていない経営茶園がある場合は、当該茶園の面積を所有茶園の面積から差し引くものとする。
２経営茶園のうち、その年に出荷を行っていない茶園については対象外とする。

	茶の生産販売を行っている者
	基準日現在の経営茶園の面積に１０ａ当たり３千円を乗じて得た額
（千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）
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